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２（１）新たな清掃イベント「LUCKY GET大作戦      
    ～ごみ拾いは運気をあげる～」を開催します          

 

市民が、ごみ拾いをゲーム感覚で楽しめる新たな清掃イベント「LUCKY
ラ ッ キ ー

 GET
ゲ ッ ト

  

大作戦 ～ごみ拾いは運気をあげる～」を、中央森林地区で開催します。 

 

１）経緯 

大和市では、ごみの散乱のない清潔できれいなまち並みを維持するため、市民、事

業者、各種団体と行政が協働して、さまざまな清掃活動を実施しています。 

 昨年８月に開催した「こどもミーティング」では、参加した子どもたちからごみ拾

いに関する多くの意見が寄せられ、市では若年層をはじめとしたさまざまな世代が参

加できる、新たな清掃イベントの企画を模索していました。 

そのような中、昨年１１月には、ごみ拾いとスポーツを融合させた「スポ GOMI」

を２回にわたり開催。未就学児から高校生、さらに家族連れなど幅広い年代の２００

人以上が参加し、約２００㎏のごみを回収することができました。 

 

２）趣旨 

メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が、ごみを拾うことは「運」を拾うことだ

と考え、実践していることを参考に、新たな清掃イベント名を「LUCKY GET＝幸運

を得る」ことから、「LUCKY GET大作戦 ～ごみ拾いは運気をあげる～」としまし

た。 

このイベントは、従来の清掃活動に宝探しの要素を取り入れた市独自の清掃イベン

トです。参加チームは、ごみの種類や量でポイントを競いますが、上位に入賞するこ

とが難しい小学生グループや小さなお子さま連れの家族でも楽しめるよう、エリア内

には、あらかじめたくさんの宝物が隠されています。 

落ちているごみを「運」だと考えることで、より前向きな気持ちでイベントに参加

していただくことがねらい。さらに、宝探しのゲーム性を取り入れることで、実際に

楽しみながら清掃活動ができ、今後の環境美化意識の向上を図ります。 

 

３）内容 

１チーム３～５人以内で、制限時間の１時間以内に拾ったごみの総量と種類に応じ

て、ポイントが与えられます。ポイント上位入賞者だけでなく、「ファミリー賞」な

どの特別賞も用意しているほか、見つけた宝物は景品と交換できるなど、世代を問わ

ず楽しめるよう工夫しています。 

 

◆会場 

開催日時：令和７年８月２日（土）午前１０時～午後０時３０分 

集合場所：ハローワーク大和駐車場 

清掃エリア：中央森林地区周辺 
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◆募集内容 

募集定員：１５０人程度（１チーム３～５人以内） 

申込方法：７月 1日（火）から、オンライン申請で受付。 

参 加 費：無料   

表 彰：上位入賞者には賞状及び副賞を授与するほか、ファミリー賞などの

特別賞も贈呈します。また、参加者には参加記念品を配布します。 

主 催：大和市 

 

４）協力企業の募集 

 「LUCKY GET大作戦 ～ごみ拾いは運気をあげる～」の趣旨に賛同し、開催費用

の支援や、入賞者等への景品の提供など、ご協力いただける企業を募集します。 

 

５）予算 

事業費：５０千円程度 

企業から景品等の協力が得られれば事業費は司会者への報酬程度です。 

 

 

問い合わせ：環境・公害対策課 ☎０４６－２６０－５４９８へ 
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２（２）保護者の負担を軽減する「子育て短期支援事業」を実施   

大和市は、保護者の疾病等の理由により、家庭において児童を養育することが一時

的に困難となった場合に、宿泊を伴う預かりができる「子育て短期支援（ショートス

テイ）事業」を実施します。 

 

１）背景 

令和４年６月、児童福祉法の改正により、市町村が「こども家庭センター」を設置

することが努力義務化されました。 

同センターは、すべての子どもとその家庭、妊産婦に対し、切れ目のない相談支援

を実施する公的機関となります。ここでは、相談を受けてから支援をつなぐためのマ

ネジメントとして、実際の支援サービスを受けるまでのサポートプランも作成します。 

 

２）経緯 

大和市では、同法の改正に合わせ、令和６年４月に、保健福祉センター２階にある

「子育て何でも相談・応援センター」を、こども家庭センターとして位置づけました。

同センターでは、さまざまな相談支援を実施するとともに、サポートプランに基づい

た支援をコーディネートするために必要な支援サービスの拡充に努めています。また、

支援が必要な家庭が児童虐待等の深刻な状況に至ることを、未然に防ぐことにも注力

しています。 

そのような中、本市が令和５年度に実施した「子ども・子育て支援に関する調査」

では、保護者の事情により泊りがけで子どもを預けられる事業の必要性について質問

したところ、１２．４％が「利用したい」と回答されました。その理由としては、「保

護者や家族の育児疲れ・不安」が６６．７％、「保護者や家族の病気」が５９．６％と

いう結果となりました。このアンケートの結果からも、保護者の疾病や育児疲れなど

により、ご家庭で児童を養育することが一時的に困難となった場合の受け入れ先を作

ることが必要でした。 

一方で、本市には、児童養護施設などの養育・保護が可能な施設がありませんでし

た。そこで、地域のＮＰＯ法人と調整を行い、このたび運営できる環境が整ったこと

から、一定期間、宿泊を伴う預かりを行う「子育て短期支援事業」を開始します。 

 

３）対象 

 市内在住の２歳から１２歳（小学生まで）までの子ども。申請後、市が受け入れ可

否を決定。 

【利用要件】 

（１）保護者の疾病 

（２）保護者の育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由 

（３）保護者の出産、看護、事故、災害など家庭養育上の事由 

（４）保護者の冠婚葬祭、出張又は学校等の公的行事への参加など社会的な事由 

（５）その他市長が必要と認めた場合 
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４）定員 

 原則として 2名 

 

５）利用日数上限 

 原則、１回に７日、月に１０日、年度に４８日を上限とする。 

 

６）利用時間 

 毎日２４時間（受け入れは午後５時以降、引き渡しは午前９時まで） 

 

７）利用料金 

  

        

 

 

 

 

※別途、食費（４００円／食） 

 

８）施設 

 カーサ ララ マリノ（CASA LALA MARINO 大和市福田３６０２－４２） 

 

９）受託法人 

 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブ チャイルドケア 

 

１０）実施時期 

令和 7年７月（６月下旬から申請受付開始予定） 

 

１１）予算 

 事業費：１，９５２千円 

 ※「こども・子育て支援交付金」（国１／３、県１／３）を、活用しています。 

 

 

問い合わせ：すくすく子育て課 ☎０４６－２６０－５６１８へ 

利用者が属する世帯の区分 
自己負担額（児童１人１日当たり） 

基本額 日中支援（午前９時～午後５時） 

生活保護の被保護世帯 ０円 ０円 

市民税非課税世帯 １，０５０円 ３００円 

その他の世帯 ２，１００円 ６００円 
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２（３）商業活性化を図るため新たな助成金などを創設          

 令和７年度からスタートした、３期目となる大和市商業戦略計画（別添「概要版」

参照）では、商業振興の方向性の一つに「商店会を中心とし魅力ある個店にも対象を

広げた支援」を掲げています。市の支援対象はこれまで商店会の活動を主とするもの

でしたが、時代や環境の変化に合わせ、支援対象を個々の店舗に設定した新たな２つ

の支援事業を実施します。 

 

１）背景 

本市には、駅周辺を中心に約３０の商店会があります。商店会は、市民に身近な買

い物の場を提供するだけでなく、イベントやお祭りを開催することにより地域のにぎ

わいづくりにも貢献しています。 

しかしながら、近年では、商店会加入率の減少や会員の高齢化による役員の担い手

不足が深刻化しており、これまで実施してきたイベントが休止になるケースが出てき

ています。また、経営者の高齢化等を理由に廃業する店舗も多くなってきている状況

にあります。 

 

２）趣旨 

このような状況を改善し、にぎわいある商店街を増やしていくためには、本市がこ

れまで行ってきた商店会の活動に対する支援に加え、新たな事業に意欲的に取り組む

個々の店舗を支援していくことも必要です。 

元気な個店の活動は、商店街に人を呼び込むだけでなく、他の店舗にも良い影響を

与えたり、新規出店を促進したりします。空き店舗を活用した新規出店支援事業と魅

力ある個店支援事業の２つにより、市内商業において中心的役割を担う商店街の活性

化を図ります。 

 

３）内容 

①大和市新規出店支援事業 

市内商店街などの空き店舗を活用して事業を始める個人事業主や中小企業を対象

として、出店に伴う経費の一部に対し助成金を交付します。 

募 集 期 間 令和７年５月１日（木）～７月３1 日（木） 

対 象 物 件 市内の空き店舗になってから３カ月以上経過している物件 等 

対 象 経 費 市内の新規出店に伴って生じた次の経費 

・店舗等賃借料 

・店舗改装費 

・設備導入費 等 

助 成 金 額 対象経費の 2 分の１（上限１,０００千円） 
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②大和市魅力ある個店支援事業 

 市内の商業者または商業者グループが実施する、先進的または意欲的な事業に要す

る経費に対して補助金を交付します。 

募 集 期 間 令和７年５月１日（木）～７月 18 日（金） 

対 象 事 業 これから取り組む次の事業 

■新商品、共同ブランド等開発事業 

・地域の名産品を活用した新商品の開発 

・複数店舗連携による得意分野を活かした商品のブランド化 等 

■新事業展開に係る事業 

・地域や環境、社会的な課題の解決や顧客のニーズに合わせて行う

新たなサービス（既存のパン屋にイートインスペースを設置する

工事など） 

・デジタル技術の活用による業務の効率化や新たな販路開拓 

・非対面型ビジネスモデルへの転換 等 

対 象 経 費 ・商品開発費 

・システム導入費 

・施設整備費 等 

補 助 金 額 対象経費の 2 分の１（上限５0０千円） 

 

４）予算額 

①２,０００千円 

②１,０００千円 

 

問い合わせ：産業活性課 ☎０４６－２６０－５１３４へ 
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３ 大和市議会第２回定例会の議案                  

（１）会期日程（案） 

日 次 月  日 曜 開会時刻 会 議 の 種 類 摘   要 

第 １日 ６月 ２日 月 午前９時 本  会  議 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸報告、監査報告 

議案の上程 

（説明・質疑・付託） 

第 ２日 ６月 ３日 火  休     会  

第 ３日 ６月 ４日 水 午前９時 環境経済常任委員会 付託案件の審査 

第 ４日 ６月 ５日 木 午前９時 こども教育常任委員会 付託案件の審査 

第 ５日 ６月 ６日 金 午前９時 厚生常任委員会 付託案件の審査 

第 ６日 ６月 ７日 ㊏  休     会  

第 ７日 ６月 ８日 ㊐  休     会  

第 ８日 ６月 ９日 月 午前９時 総務常任委員会 
付託案件の審査 

(質問通告書正午締切) 

第 ９日 ６月１０日 火 

午前９時 

午後１時 

 

 

基地政策特別委員会 

前市長による公共工事の

やり直しに関する 

調査特別委員会    

付託案件の審査 

 

 

 

第１０日 ６月１１日 水  休会（委員会予備日）  

第１１日 ６月１２日 木  休     会  

第１２日 ６月１３日 金  休     会  

第１３日 ６月１４日 ㊏  休     会  

第１４日 ６月１５日 ㊐  休     会  

第１５日 ６月１６日 月  休     会  

第１６日 ６月１７日 火  休     会  

第１７日 ６月１８日 水 午前９時 議会運営委員会  

第１８日 ６月１９日 木 午前９時 本  会  議 

一般質問 

(公社等の経営状況の  

質疑通告正午締切) 

第１９日 ６月２０日 金 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２０日 ６月２１日 ㊏  休     会  

第２１日 ６月２２日 ㊐  休     会  

第２２日 ６月２３日 月 午前９時 本  会  議 一般質問 

第２３日 ６月２４日 火 午前９時 議会運営委員会  

第２４日 ６月２５日 水  休     会  

第２５日 ６月２６日 木 午前９時 本  会  議 
委員長報告 

(質疑・討論・採決） 
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番  号 件       名 概       要 

報告第 ２号 令和６年度大和市継続費繰越

計算書について 

翌年度逓次繰越額 

（一般会計） 

コミュニティセンター下鶴間会館移転整備事業 

2,675,600円 

コミュニティセンター下福田会館施設整備事業 

12,870,000円 

特別支援教育センター改修事業 

20,722,000円 

北部学校給食共同調理場改修事業 

4,783,200円 

報告第 ３号 令和６年度大和市繰越明許費

繰越計算書について 

翌年度繰越額 

（一般会計） 

行政事務執行管理事務      901,500円 

諸証明交付事務        4,268,000円 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業 

197,066,700円 

出産・子育て応援事業     1,994,300円 

福田相模原線（南林間地区）道路改良事業 

8,111,000円 

道路交通体系検討事業     18,150,000円 

消防庁舎改修事業       4,514,400円 

小学校防音設備整備事業   18,949,000円 

報告第 ４号 令和６年度大和市下水道事業

会計予算繰越計算書について 

翌年度繰越額 

（建設改良費の繰越し） 

管路整備費          257,102,000円 

処理場整備費         769,172,000円 

議案第２５号 大和市下水道条例の一部を改

正する条例について 

排水設備の設計及び新設等の工事の実施者に

係る要件を改正するもの 

議案第２６号 工事請負契約の変更について 工事名称 コミュニティセンター下鶴間会館

建替工事（建築） 

変更後の契約金額 

３０４，８９１，９３９円 

増額する金額     ３，４９１，９３９円 

（２）大和市議会第２回定例会  付議事件一覧表 
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議案第２７号 物品購入契約の締結について 購入物品 学校給食調理用備品 

契約方法 条件付一般競争入札 

納入場所 大和市深見西七丁目５番２号 

大和市立北部学校給食共同調理場

ほか５か所 

議案第２８号 物品購入契約の締結について 購入物品 水槽付消防ポンプ自動車（水Ⅰ－

Ｂ型） 

契約方法 条件付一般競争入札 

納入場所 大和市深見西四丁目４番６号 

     大和市消防本部 

議案第２９号 物品購入契約の締結について 購入物品 救助工作車（Ⅱ型） 

契約方法 条件付一般競争入札 

納入場所 大和市深見西四丁目４番６号 

     大和市消防本部 

議案第３０号 物品購入契約の締結について 購入物品 高規格救急自動車 

契約方法 条件付一般競争入札 

納入場所 大和市深見西四丁目４番６号 

     大和市消防本部 

議案第３１号 令和７年度大和市一般会計補

正予算（第１号） 

補正前      ９４，４２４，４８４千円 

補正額         ７００，１７３千円 

補正後      ９５，１２４，６５７千円 

議案第３２号 令和７年度大和市介護保険特

別会計補正予算（第１号） 

補正前      ２０，４８４，７１４千円 

補正額           ２，８９０千円 

補正後      ２０，４８７，６０４千円 

議案第３３号 令和７年度大和市下水道事業

会計補正予算（第１号） 

（収益的収入） 

補正前       ７，３５４，２７６千円 

補正額          １８，５４２千円 

補正後       ７，３７２，８１８千円 

（収益的支出） 

補正前       ７，０３７，３４９千円 

補正額          ３７，０８４千円 

補正後       ７，０７４，４３３千円 

○追加予定議案 

＜初日：６月２日予定＞ 

 議案１件 監査委員の選任について（１名） 

＜最終日：６月２６日予定＞ 

  諮問４件 人権擁護委員候補者の推薦について（４名） 

議案１件 固定資産評価審査委員会委員の選任について（１名） 

 

問い合わせ：総務課 ☎０４６－２６０－５３５４へ 
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４ 令和７年６月補正予算案の概要               

 

１．一般会計（１号補正）                              

今回の補正予算では、令和６年度に実施された定額減税において、給付に不足が生

じた方等への追加給付のための経費を計上するほか、過年度実施事業に係る委託料の

消費税課否判定の誤りによる不足額の増額補正などを行います。 

 

【一般会計補正予算総額】 

補正前の額 補正額 補正後の額 

９４，４２４，４８４千円 ＋７００，１７３千円 ９５，１２４，６５７千円 

 

【歳出の補正】 

○民生費       ＋６９７，２４３千円 

・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業  ＋６９７，２４３千円 

 令和６年度に実施された定額減税において、給付に不足が生じた方への追加給

付等を行います。 

 

○衛生費         ＋２，９３０千円 

  ・健康づくり推進課内庶務事務              ＋２，９３０千円 

   過年度の委託料に係る消費税相当額等を事業者へ支払うため、増額します。 

 

【歳入の補正】 

○国庫支出金      ＋６９７，２４３千円 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金     ＋６９７，２４３千円 

 

○繰越金        ＋２，９３０千円 

 

【債務負担行為の追加】 

 事 項：地域活動支援センター運営委託料 

 期 間：令和 8年度～令和 12年度 

 限度額：107,360 千円  

 

２．介護保険事業特別会計（１号補正） 

 過年度及び当年度の委託料に係る消費税相当額等を事業者へ支払うため、増額しま

す。 

 

【介護保険事業特別会計補正予算総額】 

補正前の額 補正額 補正後の額 

２０，４８４，７１４千円 ＋２，８９０千円 ２０，４８７，６０４千円 
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３．下水道事業会計（１号補正） 

 国から「大規模下水道管路特別重点調査等事業」の実施要請があったことを受けて、

対象管路の調査に必要な経費を計上します。 

 

【収益的収入及び支出】 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

収入 ７，３５４，２７６千円 １８，５４２千円 ７，３７２，８１８千円 

支出 ７，０３７，３４９千円 ３７，０８４千円 ７，０７４，４３３千円 

 

 

問い合わせ：財政課 ☎０４６－２６０－５３２３へ 


